
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

応募資格 
前項の取り組みを行った個人、まちづくり組織、市民団体、民間企業・コンサルタン

ト等 

審査結果 
・審査結果等については、令和５年１月頃に受賞者を対象に通知します。 

・表彰式及び作品の展示は、現在未定です。 

応募方法 
「応募用紙」及び「取り組み内容がわかる写真等の資料」を下記問い合わせ先へ提出 

※メール、郵送又は窓口まで持ち込み 

令和４年８月１日（月）～11月 30日（水） 応募期間 
※当日提出受付まで有効/当日消印有効 

応募対象 

平成 28 年度から応募期間終了までの間、東浦町において、周囲に以下の点で少しで

も寄与したと考えるもの。※審査にあたってのポイントとします。 

（１）良好な景観を生み出したもの 

（２）人々の景観への意識・関心の高揚につながったもの 

（３）身近だが東浦町の景観まちづくりに寄与したもの 

■取り組みの例 

・空間：建築物、工作物及び外構等の新築や改修等 

・活動：まち歩き、ワークショップ、イベント、花植え、ごみ拾い等 

各賞 
■景観まちづくり取り組み部門 

空間及び活動で各優秀賞数点（図書カード等 1,000 円程度） 

東浦町役場 都市整備部 都市計画課 都市計画係  

電話：0562-83-3111（内線332・334） 

Eメール：toshikeikaku@town.aichi-higashiura.lg.jp  

住所：〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地  

応募 

問い合わせ 
東浦町 
ホームページ 

注意事項 

・自薦、他薦問いません。 

・応募の際は、活動主体に同意を得て応募してください。 

・過去に他のコンテスト等で発表したものも可とします。 

・必要に応じて、電話等で取り組みの詳細を確認する場合があります。 

応募要項 


